
埼玉県に３度目に緊急事態宣言が発出されました。(8月 2日～31日) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①規則正しい生活習慣を送ること 

②発熱等の風邪症状がみられる場合や、家庭内に体調不良者がいる場合は外出

や登校をさせないこと 

③基本的感染防止対策（３密の回避、正しい手洗い、マスクの着用）に取り組

むこと 

④不要不急の外出を避け、可能な限り速やかに帰宅すること 

⑤児童生徒のみの会食等は自粛すること 

⑥陽性者又は濃厚接触者となった時には、速やかに学校に連絡すること 

 

宣言発出を受け、夏休み中の計画について、次のように変更します。 

１ ８月２８日（土）の親子除草を中止します。 

２ この日に計画していた夏休みの宿題提出は次のようにします。 

 ①提出期間 ８月２５日（水）～２７日（金）８：００～１６：３０ 

 ②提出方法 学校にいる先生方にひと声かけ自分の教室に行き、自分の机の

上に宿題を置く。ただし、学級によっては、宿題の種類ごとに提出場所が

決まっている場合もあります。 


